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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直線状に形成された案内レールと、該案内レールの長手方向に相対移動するスライダと
、該スライダ内に転動自在に組み込まれた多数の転動体とを具備し、
　前記スライダが、前記案内レール上に形成された複数のレール側転動体転動溝と各々対
向する複数のスライダ側転動体転動溝及び該スライダ側転動体転動溝と平行に形成された
複数の転動体戻し用貫通路を有するスライダ本体と、前記転動体戻し用貫通路を閉塞する
ように前記スライダ本体に装着された一対のエンドキャップと、前記レール側転動体転動
溝と前記スライダ側転動体転動溝との間に形成された転動体負荷転動路及び前記転動体戻
し用貫通路の双方に連通する湾曲路を前記エンドキャップとの間に形成する複数のリター
ンガイドと、前記転動体戻し用貫通路内に挿入された複数の転動体戻し通路構成部材とを
含む直動案内装置であって、
　前記複数のリターンガイドのうちエンドキャップの上部と下部に組み込まれる二つのリ
ターンガイドが前記転動体戻し通路構成部材の一つだけと一体に樹脂成形され、前記転動
体戻し通路構成部材は前記スライダ本体の一端と他端から上下の転動体戻し用貫通路に互
いに補完し合うように挿入され、該転動体戻し通路構成部材の端部がスライダ本体の端部
近くになるように構成されていることを特徴とする直動案内装置。
【請求項２】
　前記転動体戻し通路構成部材が半円筒形状をなしていることを特徴とする請求項１記載
の直動案内装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば工作機械などの産業機械においてリニアガイドとして用いられる直
動案内装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　工作機械などの産業機械においてリニアガイドとして用いられる直動案内装置は、直線
状に形成された案内レールと、案内レールの長手方向に相対移動するスライダと、スライ
ダ内に転動自在に組み込まれた多数の転動体とを備えた構成となっている。そして、スラ
イダは案内レール上に形成された複数のレール側転動体転動溝と各々対向する複数のスラ
イダ側転動体転動溝を有するスライダ本体と、案内レールの長手方向に沿ってスライダ本
体内に貫設された複数の転動体戻し用貫通路を閉塞するようにスライダ本体の一端と他端
に装着された一対のエンドキャップと、レール側転動体転動溝とスライダ側転動体転動溝
との間に形成された転動体負荷転動路と転動体戻し用貫通路の双方に連通する湾曲路をエ
ンドキャップとの間に形成する複数のリターンガイドとを含んでいる。
【０００３】
　このような直動案内装置は、転動体負荷転動路や転動体戻し用貫通路あるいは湾曲路内
で転動体同士の干渉が生じると、振動が発生したり転動体が損傷したりすることがある。
そこで、転動体の間隔を転動体同士が干渉し合わない間隔に保持するベルト状間隔保持部
材を転動体の循環経路に組み込んで転動体同士の干渉を防止するようにしたものが知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１１－７２１１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記文献１に記載されたものは、転動体負荷転動路構成部とリターンガ
イド及び転動体戻し通路構成部材とが一体化された樹脂成形品をスライダ本体に組み込ん
で構成されている。このため、樹脂成形品をスライダ本体の一端側から組み込む場合に、
スライダ本体の他端側に少なくとも二つの別部品を必要とし、部品点数の増加を招くとい
う問題があった。また、樹脂成形品を長手方向の途中で二つに分割した場合は、二つに分
割された転動体戻し通路構成部材をスライダの中央付近で接続することになるため、転動
体の循環路内に段差が生じないように二つの転動体戻し通路構成部材を接合させることは
困難であり、さらにその確認も困難であるという問題がある。
　本発明は上述した問題点に着目してなされたものであり、その目的は、部品点数の削減
とコストの低減を図ることのできる直動案内装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するために、請求項１の発明に係る直動案内装置は、直線状に形成さ
れた案内レールと、該案内レールの長手方向に相対移動するスライダと、該スライダ内に
転動自在に組み込まれた多数の転動体とを具備し、前記スライダが、前記案内レール上に
形成された複数のレール側転動体転動溝と各々対向する複数のスライダ側転動体転動溝及
び該スライダ側転動体転動溝と平行に形成された複数の転動体戻し用貫通路を有するスラ
イダ本体と、前記転動体戻し用貫通路を閉塞するように前記スライダ本体に装着された一
対のエンドキャップと、前記レール側転動体転動溝と前記スライダ側転動体転動溝との間
に形成された転動体負荷転動路及び前記転動体戻し用貫通路の双方に連通する湾曲路を前
記エンドキャップとの間に形成する複数のリターンガイドと、前記転動体戻し用貫通路内
に挿入された複数の転動体戻し通路構成部材とを含む直動案内装置であって、前記複数の
リターンガイドのうちエンドキャップの上部と下部に組み込まれる二つのリターンガイド
が前記転動体戻し通路構成部材の一つだけと一体に樹脂成形され、前記転動体戻し通路構
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成部材は前記スライダ本体の一端と他端から上下の転動体戻し用貫通路に互いに補完し合
うように挿入され、該転動体戻し通路構成部材の端部がスライダ本体の端部近くになるよ
うに構成されていることを特徴とする。
【０００６】
　請求項２の発明に係る直動案内装置は、請求項１記載の直動案内装置において、前記転
動体戻し通路構成部材が半円筒形状をなしていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る直動案内装置によれば、転動体の転がり運動を阻害するような段差を発生
させることなく転動体戻し用貫通路と湾曲路とを接続でき、その確認も容易である上、形
状が単純で１種類の部品で転動体循環路の一部を構成できるので、部品点数の削減とコス
トの低減を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図１～図８を参照して本発明の第１の実施形態について説明する。
　図１において符号１０は本発明の第１の実施形態に係る直動案内装置であって、この直
動案内装置１０は直線状に形成された案内レール１１と、案内レール１１の長手方向に相
対移動するスライダ１２と、スライダ１２内に転動自在に組み込まれた多数の転動体１３
（図２参照）とから構成されている。
【０００９】
　案内レール１１は全部で四条のレール側転動体転動溝１４（図３参照）を有しており、
これらのレール側転動体転動溝１４のうち二条のレール側転動体転動溝１４は案内レール
１１の左右側面部に形成され、残りの二条のレール側転動体転動溝１４は案内レール１１
の左右側面部と上面部との交叉部に形成されている。
　スライダ１２は鋼などの金属材料からなるスライダ本体１５を備えており、このスライ
ダ本体１５には、レール側転動体転動溝１４と各々対向する四つのスライダ側転動体転動
溝１６（図３参照）が設けられているとともに、スライダ側転動体転動溝１６と平行な四
つの転動体戻し用貫通路１７（図２参照）が設けられている。
【００１０】
　また、スライダ１２は転動体戻し用貫通路１７を閉塞するようにスライダ本体１５の一
端と他端に装着された一対のエンドキャップ１８を備えており、エンドキャップ１８内に
は、レール側転動体転動溝１４とスライダ側転動体転動溝１６との間に形成された転動体
負荷転動路１９（図２参照）及び転動体戻し用貫通路１７の双方に連通する湾曲路２０を
エンドキャップ１８との間に形成する四つのリターンガイド２１（図２参照）がそれぞれ
組み込まれている。さらに、スライダ１２はレール側転動体転動溝１４とスライダ側転動
体転動溝１６との間に介在する転動体１３を保持する二つの転動体保持器２２（図３参照
）を備えており、これらの転動体保持器２２は合成樹脂材から形成されている。
【００１１】
　また、スライダ１２は転動体１３の間隔を転動体同士が互いに干渉し合わない間隔に保
持する四本のベルト状間隔保持部材２３（図２及び図３参照）を備えており、これらのベ
ルト状間隔保持部材２３は熱可塑性エラストマなどの軟質材から形成されている。さらに
、スライダ１２は半円筒形状をなす四つの転動体戻し通路構成部材２４（図２及び図３参
照）を備えており、これらの転動体戻し通路構成部材２４はそれぞれ転動体戻し用貫通路
１７内に挿入されている。
　転動体１３は球形状をなしており、スライダ１２が案内レール１１の長手方向に相対移
動すると、上述した転動体負荷転動路１９、転動体戻し用貫通路１７及び湾曲路２０を転
動するようになっている。
【００１２】
　転動体保持器２２は案内レール１１の長手方向に延びる転動体保持部２２１，２２２，
２２３（図４参照）を有しており、レール側転動体転動溝１４とスライダ側転動体転動溝
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１６との間に介在する転動体１３は転動体保持器２２の転動体保持部２２１，２２２，２
２３によってスライダ１２からの脱落が防止されている。また、転動体保持器２２は転動
体保持部２２１，２２２，２２３の両端部に一対のプレート部２２４を有しており、これ
らのプレート部２２４には、転動体戻し用貫通路１７と湾曲路２０とを接続する二つの通
路接続孔２２５（図４参照）が設けられている。
【００１３】
　ベルト状間隔保持部材２３は、転動体１３を収容する多数の転動体収容孔２３１（図５
及び図６参照）を有している。これらの転動体収容孔２３１は転動体１３の直径より大き
いピッチでベルト状間隔保持部材２３に穿設されており、隣り合う二つの転動体収容孔２
３１，２３１の間には、転動体同士の干渉を防止するスペーサ２３２がベルト状間隔保持
部材２３と一体に形成されている。
　転動体戻し通路構成部材２４は、合成樹脂材から形成されている。また、転動体戻し通
路構成部材２４は長手方向と直交する断面が三日月状に形成されており、各転動体戻し通
路構成部材２４の一端には、図７に示すように、エンドキャップ１８の上部と下部に組み
込まれる二つのリターンガイド２１が転動体戻し通路構成部材２４と一体に樹脂成形され
ている。
【００１４】
　このような構成において、図８に示すように、リターンガイド２１と一体に樹脂成形さ
れた転動体戻し通路構成部材２４をリターンガイド２１がスライダ本体１５の端面に当接
するまで転動体戻し用貫通路１７に挿入すると、リターンガイド２１が樹脂成形されてい
ないほうの転動体戻し通路構成部材２４の端部がスライダ本体１５の端面近くに位置する
ことになる。これにより、転動体１３の転がり運動を阻害するような段差を発生させるこ
となく転動体戻し用貫通路１７と湾曲路２０とを接続でき、その確認も容易である上、形
状が単純で１種類の部品で転動体循環路の一部を構成できるので、部品点数の削減とコス
トの低減を図ることができる。
　なお、上述した第１実施形態では転動体戻し用貫通路１７に挿入される転動体戻し通路
構成部材２４として半円筒状のものを例示したが、図９に示すように、円筒形状をなす転
動体戻し通路構成部材２４を転動体戻し用貫通路１７に挿入しても同様の効果を得ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る直動案内装置の斜視図である。
【図２】図１に示す直動案内装置の平面図である。
【図３】図２のIII－III線に沿う断面図である。
【図４】図３に示す転動体保持器の斜視図である。
【図５】図３に示すベルト状間隔保持部材の平面図である。
【図６】図５のVI－VI線に沿う断面図である。
【図７】図３に示す転動体戻し通路構成部材の側面図と正面図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る直動案内装置の作用効果を説明するための図であ
る。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る直動案内装置の断面図である。
【符号の説明】
【００１６】
　　１１　案内レール
　　１２　スライダ
　　１３　転動体
　　１４　レール側転動体転動溝
　　１５　スライダ本体
　　１６　スライダ側転動体転動溝
　　１７　転動体戻し用貫通路
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　　１８　エンドキャップ
　　１９　転動体負荷転動路
　　２０　湾曲路
　　２１　リターンガイド
　　２２　転動体保持器
　　２３　ベルト状間隔保持部材
　　２４　転動体戻し通路構成部材

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図８】
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